
野辺地町生きる支援推進計画 ダイジェスト版  
町は、皆さまの暮らしの場を原点にして、基本理念に基づいた「生きる支援」に関連する事業に全庁をあげて取り組むため、平成 31年 3月に本計画を策定しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策…国が定める地域自殺対策政策パッケージにおいて全国的に実施されることが望ましいとされる 5つの施策 

重点施策…野辺地町の自殺の特徴を踏まえて特に強化すべき取組領域 

基本施策 1 
地域ネットワーク

の強化 

基本施策 2 
いのちを支える
人材の育成 

基本施策 3 
住民への自殺予防に
関する啓発と周知 

基本施策 4 
孤立させない 
居場所づくり 

基本施策 5 
こころの 
健康づくり 

重点施策１ 

高齢者 

重点施策 2 

生活困窮者 

重点施策 3 

勤務・経営者 

重点施策 4 

子ども・若者 

地域における連携・ネット

ワークの強化 

〇庁議を活用した庁内連携

体制の構築 

〇職員の住民対応業務にお

ける早期の気づきと専門機

関へのつなぎの強化 

〇健康づくり推進協議会 

 

特定の問題に対する連携・

ネットワークの強化 

〇要保護児童対策地域協議

会 

〇障害者自立支援協議会 

〇生活困窮者自立支援事業

窓口連携会議 

 

様々な職種を対象とするゲ

ートキーパー養成講座 

〇職員を対象としたゲート

キーパー養成講座 

〇学校教育関係者に対する

ゲートキーパー養成講座 

 

一般の皆さまに対する研修

による人材育成 

〇一般の皆さまや関係団体

を対象としたゲートキーパ

ー養成講座 

〇傾聴ボランティア養成講

座、フォローアップ研修 

〇こころの健康づくり講座 

自殺予防のための相談窓口

の周知・知識の普及 

〇相談窓口の周知 

〇図書館での専用図書コー

ナー設置 

〇自殺予防週間や自殺対策

強化月間の周知 

 

 

 

一般の皆さま向けの講演

会・健康教育等の開催 

〇こころの健康づくり講座 

〇各種健康教育等 

居場所づくりへの支援 

〇傾聴サロン/有戸出張傾聴 

サロン 

〇一般介護予防事業（みんなの

ｽﾃｰｼｮﾝ、介護予防教室） 

〇社会教育（多様な学習活動や

社会活動への支援） 

〇自治会活動 

〇子育て支援センター及び児

童館の活用 

〇教育相談及び適応教室 

自殺未遂者への支援 

〇二次医療圏との連携 

〇自殺未遂者対策検討会議 

遺された人への支援 

〇二次医療圏との連携 

児童生徒の SOS の出し方に関

する教育の実施 

〇SOS の出し方授業 

〇子どもの人権に関する教育 

 

児童生徒の SOS の出し方に関

する教育を推進するための連

携の強化 

〇学校教育関係者に対するゲ

ートキーパー養成講座（再掲） 

〇児童生徒へのふわふわこと

ばの推進 

〇児童生徒の 

支援体制の強化 

【基本理念】 すべての人がかけがえのない個人として尊重される社会 
                         ＝自殺対策と連動した様々な分野における「生きることの包括的な支援」への取り組み 

重点施策 5 

障害者（児） 

 

 

 


